
 
 
 
 

 

【 農産物共進会へのご協力ありがとうございました！ 】 

  

 

☆ 令和７年度品目別出品数 ☆ 

８日（土）の審査委員会では、見た目や大きさ等を総合的に判断し、より商品価値

の高い農産物はどれかという視点で審査を行い、特別賞８名、優秀賞７名、入賞１２

名が選出されました。 
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1 キャベツ 9 11 ねぎ 7 21 カリン 3 

2 サニーレタス 9 12 大根 14 22 柚子 4 

3 ブロッコリー 7 13 にんじん 10 23 ｷｳｲﾌﾙｰﾂ 3 

4 カリフラワー 4 14 蕪 1 24 バラ 2 

5 グリーンリーフ 4 15 さつまいも 7 25 落花生 1 

6 ほうれん草 5 16 里芋 7 26 レモン 1 

7 小松菜 12 17 八つ頭 1 合計 26 品目 150 点 

8 チンゲン菜 3 18 馬鈴薯 7    

9 白菜 4 19 柿 12    

10 春菊 1 20 みかん 12    

だより 

１１月９日（日）和光市民まつり農

産物共進会がサンアゼリア小ホールで

開催されました。今年は和光市制 55

周年の節目であり、一層華やいだ雰囲

気が感じられるなか皆様の多大なるご

協力によりに１５０点の出品をいただ

くことができました。 

 

ＪＡあさか野による宝船 



 
審査委員による審査の様子 

９日（日）は表彰式が行われ、埼玉県知事賞や和光市長賞、あさか野農業協同組合

長賞、和光市農業委員会長賞等の特別賞受賞者が出席しました。 
 

令 和 ７ 年 度 農 産 物 共 進 会    受 賞 者（敬称略） 

 特 別 賞 ８点  
 ・埼玉県知事賞          にんじん   新坂 賢司 （ 宿坂上 ） 

 ・和光市長賞            キャベツ   畑中 昭二 （ 富貴揚 ） 

 ・和光市議会議長賞        大根     大熊 美咲 （ 新 生 ） 

 ・さいたま農林振興センター所長賞 ねぎ     ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ﾇｰﾙ （ 三 協 ）  

 ・あさか野農業協同組合長賞    ブロッコリー 田中 幸太 （ 三 協 ） 

・和光市民まつり実行委員長賞   さつまいも  加藤 幸治 （ 大 一  ） 

・和光市商工会長賞        みかん    石田 八重子（ 東本村 ） 

・和光市農業委員会長賞      里芋     鳥飼 輝昭 （ 三 協 ） 

 

 優 秀 賞 ７点  
・カリフラワー：加藤 晴久（二軒新田 ）他 6 点 

 入   賞 １２点    

・大根：加藤 勇治（ 二軒新田 ）他１１点 以上 

□□□和光市の空気と水を沢山吸い込んだ野菜・果物・お花が勢揃いしました□□□ 

  

 



 

   

       新鮮さ満ち溢れる出展物              ユニークな野菜 

 
農 業 委 員 会 表 彰 

 優良農業者表彰 （敬称略） 

伊藤 健一（ 半三池 ）、柳下 正一（ 東本村 ）、田中 弘延（ 三 協 ） 
吉田 牧子（ 三 協 ）、星野 彰（ 上之郷 ）、田中 陽平（ 西本村 ） 

 
令和７年度共進会特別受賞者・優良農業者表彰受賞者（写真は代理受賞者を含みます。） 

農業委員会による優良農業者表彰が行われ、優れた営農技術で和光市農業の振興へ

寄与し、地域農業の発展にご尽力いただいた、６名に賞状と副賞が贈られました。 
午後には恒例の即売会が行われ、買い求める市民で長蛇の列ができ、農業者の皆様

におかれましては、気候変動の厳しい中、たくさんの農産物を生産、出品していただ

き、ありがとうございました。 

 



農産物共進会開催にあたり様々が観点からご尽力と応援をいただいき、今年も大過

なく、無事に成功させることができました。この場を借りて、改めて御礼申し上げま

す。今後も市民の日常から一番近い和光の農業・農産物であることを知っていただき、

和光の農業を盛り上げていくため引き続きご理解ご協力をお願い申し上げます。 
             
【 お願い！野焼きは禁止です 】 
 今年２月の岩手県大船渡市、３月の岡山県岡山市の山林火災の延焼による日常の生

活への被害と長引いた消火活動を記憶されている方も多いと思います。野外焼却(野焼

き)は、廃棄物処理法や埼玉県生活環境保全条例により禁止されています。廃棄物(野

菜の一部や雑草、伐採した枝葉など)を畑や自宅敷地内等で焼却することは、やめまし

ょう。野焼きが発端となり悪臭発生が近隣からの苦情からトラブルや火災発生の恐れ

に発展します。 

また、周囲へ飛び散った燃え殻や炎を直に触れていまい、ご自身が火傷を負うこと

も考えられます。ささいなことが思いがけなく、背負いきれない代償（ご自身

の怪我・火災発生による市民生活への被害）を支払うことへ繋がらないよう、

お願いいたします。野焼きの通報を受けた場合は、消防や警察が出動することがあ

ります。  

農業廃棄物については、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物（事業系一般廃棄

物）」に分かれます。これらの区分ごとに保管方法や処分方法が決められていますの

で、適切な処理を行い野焼きの禁止の徹底にご理解・ご協力をお願いします。 

 

  

写真出典：令和 7 年７月総務省消防庁「令和７年２月 26 日に発生した大船渡市における林野火災に係る消防

庁長官の火災原因調査報告書」綾里港地区の被害状況 

 

 

 

  


